
 

２０２０年4月１１日 

うぐいすの森自治会 

 会 員 各 位 

 

うぐいすの森自治会           

                                                 会長  多田 廣之  

 

第二十二回 通常総会延期のご連絡 

 

 

拝啓  立夏の候、会員の皆様にはますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。 
平素は、自治会の活動に対しご支援ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

 

 此の度｢第二十二回通常総会｣に関して、本日開催いたしました4月定例理事会において検討し、下記の通り延期する

ことを決議致しましたので、ご連絡申し上げます。 

                     記 

1．新型コロナウイルス感染症対策のため、第22回通常総会の開催を延期致します。 

  *例年6月に開催しています通常総会は、新型コロナウイルス感染症対策のため、その開催が困難な状況にあると 

判断致しました。 

2．第22回通常総会は、新型コロナウイルス感染症の状況が解消されたといえる状況時に開催いたします。 

３．第22回通常総会は、その開催時期を決め、遅くとも１５日前までにはご通知させていただきます。 

    *今回お届けいたしました各種資料は、総会時に必要となりますので保管頂き、当日ご持参ください。 

敬具 

 

 

【補 足】 

１及び２に関して 

 会則第２５条１項では，通常総会は，毎年度決算終了後３ケ月以内に開催すると規定されており，決算終了が３月， 

通常総会が６月というのが，過去のケースでした。通常総会の開催時期に関する会則の定めがある場合でも，天災その 

他の事由によりその時期に通常総会を開催することができない状況が生じたときまで，その時期に通常総会を開催する 

ことを要求する趣旨ではないと考えられます。 

 4月10日現在長野県内でも、新型コロナウイルス感染症に罹患した方は 26名。県内各市において発生し、“感染経 

路が不明である”ことが不気味さ・事態の深刻さを物語っています。 

したがって，今般の新型コロナウイルス感染症に関連し，会則で定めた時期に通常総会を開催することができない状 

況が生じた場合には，その状況が解消された後合理的な期間内に通常総会を開催すれば足りるものと考えられます。 

以上は，法務省が，今年の２月２８日に出した『定時株主総会の開催について』という文書をもとに記載したもので 

す。法務省の文書は，株式会社について記載していますが，株式会社に限定する理由はなく，その趣旨は，自治会にも 

あてはまりますので，同じ扱いをしてよいという顧問弁護士の意見を受けたものです。 

 ３に関して 

   当自治会の場合，６月の通常総会の開催することはできない状況にあることは，いろいろな状況から明らかです。  

何時「その状況が解消され」ることになるかが，現在の状況では，必ずしも明確ではありません。状況が解消されたと 

いえる状況になれば，通常総会開催時期を決め，遅くとも１５日前までには通知させて頂きますので，その際は宜しく 

お願い申し上げます。 

                                                    以上 
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２０２０年７月１１日 

うぐいすの森自治会 

 会 員 各 位 

うぐいすの森自治会           

                                                 会長  多田 廣之  

第二十二回 通常総会開催のご案内 

 拝啓  盛夏の候、会員の皆様にはますますご清祥のことと心よりお慶び申し上げます。 

平素は、自治会の活動に対しご支援ご協力を賜り心より感謝申し上げます。 

さて今回の総会開催につきましては4月11日付文書にてお知らせいたしましたとおり、本来ならば６月開催のところ

新型コロナウィルスの蔓延により延期させていただいておりました。 

この間、例年の開催場所である「佐久平交流センター」も佐久市の行政指導により一時期は休館しておりましたが、現

在は会議室の利用が可能となっております。 

つきましては｢第二十二回通常総会｣を下記により開催することにいたしましたので、ご案内申し上げます 

総会開催にあたりましては、手指、机椅子、マイクのアルコール消毒、会場の座席間隔、換気励行等、「新型コロナウィル

ス」感染防止に十分留意し、出来るだけの対策を講じるつもりでおりますが、会員各位におかれましてはマスク着用にて

のご出席をお願い申し上げます。 

尚、「佐久平交流センター」で実施している「コロナ対策」の文書を添付しましたのでご参照願います。  

また、第2波、第3波の感染拡大により会場利用が不可能となった場合は、総会出席の葉書を返信された会員に

のみお知らせ致します。 

諸事情をご賢察下さり、今回は「委任状を提出して欠席する」こともやむを得ないかと考えます。 

なお総会終了後の懇親会はこのような時期のため「中止」とさせていただきます。 

敬具 

記 

１    日  時  ：  ２０２０年9月１2日（土） １３時３０分開会 （受付開始１３時） 

                     （所要時間は概ね2時間程度を予定しております） 

 

２    場 所  ： 佐久市 佐久平交流センター ３階  

            ＪＲ佐久平駅下車 蓼科口徒歩３分        総会会場 

（ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ イオン 裏） 

TEL ０２６７－６７－７４５１ 

 

 

 

お 願 い       

〇 開催準備の都合上、別紙「出欠票」を8月25日（必着）までにご返送下さい。    

  

○ ご出席頂けない場合は、同じく「委任状」に、必ずご記入下さい。 

 

３    議題等 ： 第一号議案 ２０１９年度事業報告及び収支決算、監査報告 

         第二号議案 ２０２０年度事業計画案及び収支予算案 

         第三号議案 ２０２０年度諸設備補修準備金の運用について 

  ※ 当日総会欠席の方で提出議案にご意見をお持ちの方は、会則第30条により総会議長宛に別途書面にて意見 

    を提出することができます。 

ご質問があれば同様に書面にてお願いします。ご質問は当日会場にて発表し・回答し、議事録に記録します。 

   ※ 当日は４月にお送りしました総会議案書等の資料をご持参下さい。 

※  総会へのご出席は一家族一人とさせて頂き、長時間の密を避けるため、各議案につき一人1質問で 

お願い致します。                                    以上   

イオン 



第一号議案 

２０２１．３.３１ 

２０２０年 度 事 業 報 告 

 

Ⅰ ライフラインとインフラの整備 

１ 水道給水設備の維持管理、漏水対策                              

  水道給水設備の経年による老朽化は、年々その度合いが増しています。 

   設備の老朽化や台風、雷等の自然災害による漏水事故や設備の維持管理等への対応が続いている状況にあります。 

   今期の水道設備に関する維持管理等は以下の通りでした。 

≪補修工事等≫ 

1) 送水管、本管、給水管の漏水、不具合 ・・・・・  ６箇所（前年：８箇所） 

    ・ ５月：１箇所（給水管：２４号線、幹線交差点）、７月：１箇所（給水管：０号線）、 

８月：１箇所（給水管：７号線）、１０月：２箇所（送水管：幹線）１月:1箇所(送水管:2号線) 

   2) 止水栓の漏水、不具合 ・・・・・  ８箇所（前年：８箇所） 

    ・ ４月：２箇所（Ｇ地区）、６月：１箇所（Ｈ地区）、7月:1箇所(Ｈ地区)１０月：1箇所（Ｇ地区） 

      11月:1箇所(Ｂ地区)、12月：2箇所（Ｇ、Ⅿ地区） 

3) 機械設備の不具合    ・・・・・  ２箇所（前年：１箇所） 

    ・ 圧力水槽制御盤を交換 ・・・・・  第２配水池 (９月) 

 ・ 揚水ポンプ交換    ・・・・・  第２中継所（1月） 

4) その他 

  ・ 老朽仕切弁の取替：取替：１箇所（２９号線）、表示板、ピット取替：４箇所（０号線） 

≪その他維持管理≫  

1) 異常警報、断水等：４回（５月６日：第２配水池、８月３１日～９月７日：第１中継所、第１配水池、 

９月１４日：第１中継所、第１配水池、１月４日～６日：第一配水池） 

   2)  停電による断水：６月２６日（倒木）、 

   3) 量水器設置箇所明示杭の作成設置:２００本 

 

２ 道路等整備・補修         

   計画的な修繕や老朽化に伴う修繕等の他、昨年の台風１９号による災害復旧については、行政等との調整を図りな

がら対応してきました。 

  ≪補修工事等≫ 

   1) ７月：Ｕ字溝補修工事（管内４８箇所） 

2) ７月：進入路水路改修工事 

3) ９月：水路改修工事：奥幹線工事(準備金対応) 

 

≪２０１９年度台風１９号による被害への対応≫残工事のみ 

1)  ０号線（Ｃ４６６付近）：道路崩落（行政対応）（未 済） 

  ・ 行政による河川改修工事については、施工業者が確定したが、施工時期については未定となっている。 

2) 石突川（Ｃ４７６付近）：敷地崩落（行政対応）（未 済） 

     

≪その他≫ 

1) ４月：落ち葉清掃 

2) ５月：道路舗装修繕（舗装損傷箇所について管理会社が手直しを実施） 

3) ７月：草刈り 

4) １１月：道路舗装修繕（舗装損傷個所について管理会社が手直しを実施） 

5) １２月：落ち葉清掃 

 ３ ゴミ対策                   

 引き続き監視カメラによる監視活動、及びゴミステーションの 3箇所に点検表を設置して、人の目による監視活動も続

けてきました。違反ゴミは減ってきてはいますが、イエローカードを貼られたゴミ袋が残されていることはよくありま

す。 ぜひ佐久市の分別表でよく調べて出してくださるようお願いいたします。 



Ⅱ 環境整備の推進            

 １ 除草・落葉清掃作業 

(1) ７月に全線道路沿いの草刈作業を業者に依頼して行いました。 その他の地域（山吹湖周辺・テニスコート周囲・警

察官立寄所周辺・別荘地入口付近）は管理会社が随時、現地の状況に応じて除草作業を実施しました。 なお、２０２０年

は例年に比べて梅雨明けが遅いために草刈作業が遅れました。 従って土曜日や７月２５日以降においても作業を行わざ

るを得ず、別荘ご利用の皆様には騒音などでご迷惑をおかけしたことと思います。 来期も天候次第では同様の状況になる

かもしれないので、ご了承願います。 

(2) U 字溝内や道路上の落葉清掃作業を、４月と１２月の２回、業者に依頼して行いました。 また、管理会社が U

字溝及び排水桝の定期点検を行い、梅雨及び台風の時期の前には一斉清掃を実施しました。 

２ 私有地内危険樹木の所有者に対する整備奨励 

 今期は２０１９年ような台風１９号によるうぐいすの森の被害はなかったものの、それでも倒木は多く発生しています。 

特に６月及び１０月には大きな樹木の倒壊により、電線が切断され停電にまで至っています。 また、隣地の倒木により住

宅が傷つけられる事例もありました。 

 

 倒木は道路の障害となる、あるいは住宅を傷つけるという周辺の被害だけではありません。 電線の切断により停電が発

生することで別荘地内の広範囲に影響が及びます。 うぐいすの森では水道は揚水ポンプにより供給されているため、停電

が長引くと水道も使えなくなります。 別荘地内の倒木による停電が、別荘地内にとどまらず、佐久市内の広範囲にまで及

んだ事例もあります。 倒木の原因としては病害虫による赤松の立ち枯れもありますが、樹木の大型化・老朽化により、う

ぐいすの森全体において危険樹木が増えています。 

 

(1)危険樹木調査 

 今年度はＡ地区の危険樹木の有無の調査を実施しました。 調査で判明した危険樹木は、その所有者に個別に連絡して伐

採をお願いしました。 今後も引き続き、その他の地区についても調査を進める予定です。 

 

(2) 危険樹木の伐採費用支援金制度 

 昨年度も通知させて戴いていますが、危険樹木の伐採費用支援金制度が用意されています。 土地のみ所有の自治会員を

対象とした伐採費用の支援を行っているので、ご利用になりたい方は自治会宛にご連絡願います。 また、土地のみの区画

に危険樹木があることにお気づきの場合は、自治会宛にご連絡ください。 危険樹木と認定された場合は、自治会から土地

所有者に伐採要請を行います。 

３ 自治会所有地の危険樹木の伐採 

 自治会の所有地の危険樹木の調査を行いました。 自治会館、ゴミステーション、テニスコート周辺の危険度が高いと考

えられる樹木１３本を業者に依頼して伐採を行いました。 

その他の問題として、２０１９年の台風１９号により別荘地内を流れる石突川の川岸が削られ、樹木が倒れ川の流れの

中に横たわったままになっていました。 今後同様の大雨になったときに、川の流れが倒木でせき止められ鉄砲水が発生

することも考えられるため、業者に依頼し撤去しました。 

４ 除雪作業 

 前期は暖冬のために除雪の必要はなかったのですが、今期は幾度かの強烈な寒波の襲来により、積雪が多かったといえ

ます。 幸いにも２０１４年のような豪雪にはならずに済んでいます。 今期の除雪作業の実施は、１２月～３月の間で

1回でした。 

5．街路灯整備 

＊街路灯整備 

５月に電球切れだった 7件の蛍光灯を替えました。８月には１０件の街路灯をⅬＥⅮ化しました。これでＬＥＤ化され

た街路灯は９０件となりました。尚、今年度は大雨の時、雷が街路灯に落ちてＬＥＤを破壊してしまったことがありまし

た。 

（交換済みです） 



Ⅲ 財政の健全化           

財政の健全化 

財政基盤の実態 

２０２０年の自治会会員数は７９１名でした。 （２０２０年４月１日現在） 

２０２１年３月３１日までの完納者は７４８名。 

過去年度滞納４３名です。 

今会計年度中に３年を超えて納入なしに該当した会員は 土地のみ 8名、 

家屋あり０名、また脱会届けあり土地 ３名、家屋あり１名でした。 

隣地購入による合併減は２名でした。 

又新規自治会員加入者は３名でした。 

よって今期末の会員数は７８０名です。 

 

１）管理費納入実態 

２０２１年３月３１日現在の管理費納入実態は 請求書発送７９１件に対し７４８件です。 

この中には再発行件数も含みます 

未納者に対しては根気よく請求し納付を目指します。 

 

２）水道利用料金の納付実態 

２０２１年 ３月３１日現在の水道供給戸数は３３２件です。 

水道利用料金の回収は３０９件です。 

滞納者に対しては水道供給停止を含む処置をとり１００％の回収を目指します。 

 

３）水道利用料金の総額表示 

２０２１年４月１日施行される税法上の変更に伴い、現行の水道使用料を今後は消費税込の「総額表示」とします。 

  

 

Ⅳ 諸設備補修準備金  

 (1) 2012年6月16日の通常総会にて『うぐいすの森の主要施設・設備の機能を高める』準備金として土地所有者は１万

円、 

家屋所有者は２万円の特別年額会費を徴収することが承認されました。2013年度から2018年度の6年間に限り徴収する

ことが承認されました。従って2019年度(平成31年度)からは徴収致しません。 

 本年度までの収入状況、工事代金の支出状況は次の通りです。           

≪収支の内訳≫                                 

摘   要 

2012 ～ 2015年度 2016 ～ 2019年度 2020年度 総合計 

件数 金額 件数 金額 
件

数 
金額 件数 

金額 

繰越金    11,259,261  3,101,201   

収

入 

土地所有者 1,787 17,870,000 1,175 11,750,000 17 170,000 2,979 29,790,000 

家屋所有者 1,302 26,040,000 769 15,380,000   2,071 41,420,000 

分納者 49 367,000 54 350,500 1 3,000 104 720,500 

利息  535  636    1,171 

合   計 3,138 44,277,535 1,998 27,481,136 18 173,000 5,154 71,931,671 

支

出 

水

道

設

備

関

係 

21号線水道管入替工事  4,400,140      

19,842,652 

第二配水池制御盤交換  2,505,840      

第二中継所ポンプ・制御盤入替  1,999,512      

水源池揚水ポンプ交換  2,884,464  2,744,064    

第二配水池加圧装置整備工事    146,232    

第一配水池耐震化工事    2,808,000    

第一水源地ポンプ制御盤交換    1,576,800    

水源井戸試掘水脈電気探査費    777,600    



街灯ＬＥＤ化工事    1,998,000  286,000  2,284,000 

消 火

栓 

消火栓ホース格納箱更新・2個分  92,880  92,144  96,111  
555,295 

同格納箱設置費・2個分  38,800  235,360    

台

風

豪

雪

災

害

復

旧

工

事

費 

２月期雪害除雪費  2,481,150      

13,945,654 

幹線道路法面復旧工事  600,000      

21号線水路法面崩落復旧工事  486,000      

21・22号線間水路崩落復旧工事  1,458,000      

台風被害倒木処理工事    108,000    

台風枯松倒木処理工事    313,632    

危険樹木伐採工事    316,872    

0号線陥没復旧工事    3,078,000    

19号台風災害  21号線入口    1,947,000    

   〃 第二配水池ポンプ交換    682,000    

奥幹線・21号線間水路改修工事      2,475,000  

U 字

溝 

Ｕ字溝・排水桝入替工事  7,551,344  12,926,177    
23,123,521 

24号線U字溝交差点改修工事    2,646,000    

道路

改修

工事 

別荘入口幹線道路改修舗装工事  1,440,000    220,000  

7,660,144 マンホール撤去工事  1,400,000      

22・24号線道路舗装工事  4,600,144      

土地所有者危険樹木伐採援助費    329,378  195,250  524,628 

その

他 

道路樹木枝払い  1,080,000  2,160,000    

3,995,337 事務所敷地内プレハブ解体工事    748,440    

振込手数料    5,497  1,840  

合   計  33,018,274  35,639,196  3,274,201  71,931,671 

期末 残  11,259,261  3,101,201  0  0 

 

Ⅴ 支出の重点化             

  当年度も「一般会計予算」と総会で承認された「準備金運用計画」に基づき諸施策を行ってきました。 

 支出内容につき一般科目と準備金科目別に報告します。 

１ 水道供給費 

 原油価格値上げ、円安、原発停止等により中部電力の利用料金が値上りしたことに加えて、漏水事故の頻発により揚水

ポンプ及び配水ポンプの稼働率が上昇した結果、揚配水電気料金のみで年間 674 万円を要しました。月平均では 56 万

円となります。 

 この結果 66万円の予算超過となりました。 

２ 水道設備維持管理費（支払ベース） 

漏水事故は昨年度 13回発生(補修費227万円)でありましたが、当年度は 10件発生し(補修費 216万円)、更に止水栓

及び仕切弁からの漏水も発生し(補修費128万円)、経年劣化の影響で年々発生頻度が大幅に増加しています。 

水道設置後３０年以上経過、老朽化している諸設備の補修交換費用として給水装置制御盤(交換費108万円)、第2配

水池ポンプ交換(費用168万円)を支出しました。 

  この結果 250万円の予算超過となりました。 

３ 道路保守費 

6月、21号線のＵ字溝取替工事を行いました。（138万円） 

4 防災環境改善費 

 春秋２回の落葉清掃費(134 万円)、お盆前の草刈費用(110 万円)、冬期の除雪機リース代(57 万円)、他に街灯電気代、

ゴミ置場監視カメラリース費等を支出しました。 

5 管理事務所費 

  初年度登録から１６年経過した軽ダンプが使用不能となり(不能期間約４ヵ月強、この間はリース車使用、費用２９万

円)その後中古の軽トラックを購入(費用９８万円)したため予算超過となりました。 

6 準備金 (年初残高310万円) 

 一昨年の台風被害による２１号線崩落２ヶ所復旧工事に伴う追加工事として、幹線道路と 21 号線の間の水路改修工事



と進入道路の水路工事を実施しました。(270万円) 

 今年度も森の街路灯ＬＥＤ化をすすめました。(費用29万円) 

危険樹木伐採援助費として、５件(費用20万円)を補助しました。 

一昨年に続き消火栓、収納箱、ホースの交換を実施しました。(費用52万円) この結果、370万円の支出となり期中入

金と差し引きした結果、残高はﾏｲﾅｽ 42万円となりました。 

不足分については理事会の承認を得て、防災環境改善費から支出することとしました。 

7 次年度以降も、毎年発生する給水関連事故、天変地異に伴う災害事故に対する対応が求められます。今後とも経費の節

減を図りつつ別荘地の安全と安心を第一とした予算執行に努めて参ります。 

 

Ⅵ 地域・会員の交流促進    

１ 野菜市の開催 

コロナ渦の中、中止しました。 

作物の提供者減少、2つの「道の駅」が近くにあることもあり、今後の開催を検討する時期になりました。 

会員相互の交流の場として代替案を提供して下さるとありがたいです。 

 

２ 広報活動 

1) 総会議事録送付のおりに （理事会からのお知らせとお願い）を同封しました。 

2) 自治会館、ゴミステーション掲示板におしらせなど掲載しています。 

3) 佐久市広報、ごみの出し方、分別の資料を自治会館に準備しています。 

4)自治会ホームページもありますので御覧ください。 

Ⅶ その他    

１ 佐久リゾートマンション 

  解体の方針に変更は有りませんが、時期等は未定との事です。 

今後も幽霊マンションにならないように状況の確認をして行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二号議案                                    ２０２１年４月１日 

 

202１年度事業計画案 

 

Ⅰ ライフラインとインフラの整備 

１） 水道給水設備の維持管理 

（１) 給水設備を適切に管理し、給水能力の維持に努めます。 

(２)  風水害、地震等の災害に対応及び対策を講じます。 

(３)  水道設備の耐震化を計画的に推進します。 

２） 漏水対策 

（１） 工事仕様基準による改修工事を推進します。 

（２） 設備更新方針・計画を策定し、資力に見合う実施計画を策定・検討し、 

実施します。 

３） 道路等整備・補修 

（１） ２０１９年１０月の台風１９号の為、崩落・陥没した０号線沿い道路の 

補修をします。（下部にある石突川の管理責任が佐久市にある為、石突川護岸整備 

終了後となります、佐久市土木課とはこまめに連絡を取っています） 

（２） 道路・公園の整備・補修を推進します。 

（３） 公園・狭道箇所の補修を推進します。 

４） ゴミ対策 

（１） ゴミ集積場の改善を行うとともに、会員への意識向上のための情報提供を 

継続し、ゴミ管理に関する費用の軽減化を図ります。 

（２） 監視カメラシステムを効果的に運用し、不適正ゴミ放置ゼロを目指します。 

 

Ⅱ 環境整備の推進 

１）除草、落葉清掃作業を実施します。 

２) 道路沿樹木の整備及び私有地内危険樹木の所有者に対する整備奨励を推進します。 

３)  除雪作業を実施します。 

４)  排水枡・排水管・砂流失が予想される箇所の改修整備を推進します。 

５)  残土・小枝・木材置き場の整備を推進します。 

６)  佐久市との自然環境保全協定を遵守し、周辺環境の破壊防止に努めます。 

 

 

Ⅲ 財政の健全化 

１)  管理費納入の安定化 

（１）管理費等の管理強化を継続して推進します。 

(２) 非自治会員の自治会員への加入促進を重点的に推進します。 

２）水道利用料金体系の維持 

（１）独立採算制を志向する水道利用料金体系を効果的に運用します。 

（２）自治会員、非自治会員の区分による水道利用料金の二段構えの請求を実施 

します。 

（３）水道利用料金滞納者への給水停止処置を実施し更に推進します。 

 

ＩＶ 地域、会員の交流促進 

 

広報活動の推進（ホームページにより情報の発信を推進します） 

    

 

 

 

 

 



第三号議案 

 

諸設備補修準備金の運用について 

Ⅰ.報告事項 

平成２５年度から平成３０年度の６年間、「諸設備準備金制度」を導入し運用してきました。 

収支決算については毎年の年度総会にて承認を得ると共に、次年度の準備金運用計画についても総会の承認を得て進めて

きました。 

運用計画での主な支出項目 

    ① ７年間にわたる別荘地内多数の老朽化し破損したＵ字溝の補修工事。 

 (一昨年の台風１９号での土地、建物の被害軽減には大いに寄与しました) 

    ② 水道供給設備等の補修工事。 

    ③ 街路灯のＬＥＤ化。 

④ 消火栓、ポンプ、ホース、収納箱等の交換、整備。 

⑤ 土地のみ所有者の危険樹木伐採支援金制度創設。 

⑥ 台風での道路崩落補修工事。 

⑦ 道路改修工事。 

⑧ その他(振込手数料等)。 

この結果、別途「2020年度事業報告 Ⅳ諸設備補修準備金欄」にて報告の通り、６年間の総収入は７、1９３万円、総

支出は７、２３５万円となり赤字の４⒉万円は理事会の承認を得て一般会計の防災環境改善費から補填しました。 

 

 

Ⅱ．承認事項 

  (1) 諸設備補修準備金の特別会計としての管理を、2021年3月31日を以って終了する。 

 (2) 2021年4月1日以降未納諸設備補修準備金が納入されたときは、これを一般管理費会 

計に繰り入れ.る。 

 (3) 2021年4月1日以降上記③、④、⑤の項目の費用については、一般会計から支出する。 

                                                                                          

 

 

 

第四号議案 

 

役員改選について 

 

第２３，２４期役員として理事候補 12名、監事候補2名が提案されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


